
再検証

特
集
「
特
別
会
計
」

 

～
積
丹
町
産
業
交
流
雇
用

町財政の現状

　今回は、積丹町産業交流雇用対策推進施設 ( 岬の湯しゃこ
たん )の特別会計の現状について紹介します。

　岬の湯しゃこたんは、本町の恵まれた自然景観を生かしたふれあいの場と

して、町民の健康を増進させるとともに、都市との交流促進による観光の振

興を図り、地域の活性化を目的として平成 14 年１月に開業した施設で、平成

25 年３月末までの累計で、約１３８万人の利用がありました。施設の概要は

【表１】入館者の状況は【表２】のとおりです。

　岬の湯しゃこたんの入館者は、開業翌年度の平成 14 年度に記録した 18 【表１】　施設の概要

【表２】　入館者の状況

年度 入館者

平成 22 年度 89,042 人

平成 23 年度 81,284 人

平成 24 年度 81,721 人

第
２
回

 

対
策
推
進
事
業
特
別
会
計
～

施設の概要

○構造　鉄筋コンクリート一部木造平屋建て

○主体施設 (1,837.46 ㎡ )

・浴室　高温湯、中温湯、泡風呂、水風呂

・サウナ、露天風呂 (大・小 )

・売店、軽食コーナー、交流談話室、ギャラリー

○付帯施設
・交流施設 (181.89 ㎡ )

・温泉水処理施設 (72.57 ㎡ )

・連絡道路 (野塚温泉通り線 (572m)）

・駐車場 (6,698.70 ㎡・収容台数 120 台 )

・引湯施設 (16.82 ㎡ )

○総事業費　9 億 6,179 万 8 千円

万３，０００人をピークに減少傾向に

あり、平成 22 年度には 10 万人を割

り込む状況にあります。

　 ま た、 平 成 23 年 度 は 東 日 本 大

震 災 等 の 影 響 も あ り、 過 去 最 少 の

８万１，２８４人に止まりました。

国庫補助金 8,097 万円　　道補助金 1 億 1,750 万円
過疎債 7 億 570 万円　　　一般財源 5,762.8 万円
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区分 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度

使　用　料 53,981 48,104 44,552

売 店 売 上 14,151 13,331 12,712

軽 食 売 上 18,480 16,352 15,689

自動販売機収入 5,798 5,589 5,814

その他収入 1,478 1,879 1,243

一般会計繰入金 108,521 94,416 99,998

計 202,409 179,671 180,008

区分 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度

人　件　費 31,204 32,432 34,515

高 熱 水 費 24,404 27,302 26,582

賄 材 料 費 22,376 19,588 19,412

維持費・入湯税等 51,255 27,179 26,329

公債償還費 73,170 73,170 73,170

計 202,409 179,671 180,008

【表３】　収入の状況

支出の状況

( 単位：千円 )

た
め
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入

を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
繰
入
金

は
、
更
に
次
の
よ
う
に
区
分
で
き

ま
す
。

　
ア
　
基
準
内
繰
入
金

　
　
　
　（
５
，
１
２
１
万
円
）

　

一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
の
う

ち
、
法
令
等
の
一
定
の
基
準
に
基

づ
き
、
特
別
会
計
で
必
要
と
さ
れ

る
費
用
の
繰
入
れ
が
認
め
ら
れ
て

い
る
も
の
を
「
基
準
内
繰
入
金
」

と
い
い
ま
す
。

　

町
で
は
、
岬
の
湯
し
ゃ
こ
た
ん

の
建
設
に
当
た
っ
て
、
過
疎
地

域
自
立
促
進
特
別
措
置
法(

以
下

「
過
疎
法
」
と
い
い
ま
す
。)

に

基
づ
く
地
方
債
（
過
疎
債
）
を
発

行
し
て
建
設
資
金
の
多
く
を
調
達

し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
過
疎
債
は
、
９
月
号
で
説

明
し
た
と
お
り
「
借
金
」
で
す
の

で
、
町
は
、
毎
年
決
め
ら
れ
た
額

を
返
済
し
て
お
り
、
こ
の
返
済
の

こ
と
を
「
償
還
」
と
い
い
ま
す
。

　

償
還
に
当
た
っ
て
は
、
過
疎
法

　

岬
の
湯
し
ゃ
こ
た
ん
は
、
平
成

14
年
度
か
ら
「
積
丹
町
産
業
交
流

雇
用
対
策
推
進
事
業
特
別
会
計
」

(

以
下
「
温
泉
特
会
」
と
い
い
ま

す
。)

と
し
て
経
理
さ
れ
て
お
り
、

平
成
22
年
度
か
ら
平
成
24
年
度
ま

で
の
収
入
・
支
出
の
状
況
は
【
表

３
】
の
と
お
り
で
す
。

　
（１） 

収
入
の
状
況

　　

岬
の
湯
し
ゃ
こ
た
ん
の
収
入

は
、
使
用
料
や
各
売
上
収
入
等
の

ほ
か
、
町
の
一
般
会
計
か
ら
の
繰

入
金
が
あ
り
、
平
成
24
年
度
で
は

９
，
９
９
９
万
８
，
０
０
０
円
と

収
入
全
体
の
55
．
６
％
を
占
め
て

い
ま
す
。

　

本
来
、
特
別
会
計
は
、
料
金

収
入
な
ど
、「
特
定
の
収
入
」
を

も
っ
て
支
出
を
賄
い
、
単
独
で
収

支
の
均
衡
を
図
る
必
要
が
あ
り
ま

す
が
、
温
泉
特
会
で
は
、
温
泉
の

使
用
料
収
入
等
の
み
で
収
支
を
均

衡
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い

の
規
定
に
基
づ
き
、
償
還
額
（
元

金
と
利
子
）
の
70
％
が
地
方
交
付

税
と
し
て
財
源
措
置
さ
れ
ま
す

が
、
町
で
は
、
こ
の
額
を
基
準
内

繰
入
金
と
し
て
温
泉
特
会
に
繰
り

入
れ
て
い
ま
す
。

 

イ
　
基
準
外
繰
入
金

　
　
　（
４
，
８
７
８
万
円
）

　

一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
の
う

ち
、
基
準
内
繰
入
金
以
外
の
も
の

を
基
準
外
繰
入
金
と
い
い
、
平
成

24
年
度
で
は
４
８
，
７
７
９
千
円

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

で
は
、
温
泉
特
会
の
基
準
外
繰

入
金
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で

し
ょ
う
か
。

　

ま
ず
一
つ
目
と
し
て
、
過
疎
債

の
償
還
額
の
う
ち
、
地
方
交
付
税

と
し
て
財
源
措
置
さ
れ
な
い
部
分

(

30
％)

が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、

二
つ
目
は
「
赤
字
」
の
部
分
で
す
。

　

平
成
24
年
度
の
基
準
外
繰

入
金
は
、
過
疎
債
償
還
分
２
，

１
９
５
万
１
千
円
と
赤
字
部
分

２
，
６
８
２
万
８
千
円
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　
（２） 

支
出
の
状
況

　　

温
泉
特
会
に
お
け
る
支
出
は
、

人
件
費
や
売
店
・
軽
食
等
の
仕
入

代
金
、
水
道
光
熱
費
、
入
湯
税
等

( 単位：千円 )

収
入
・
支
出
の
状
況
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の
ほ
か
、
公
債
（
地
方
債
）
償
還

費
が
あ
り
、
支
出
に
占
め
る
公
債

償
還
費
の
割
合
は
40
．
６
％
に
上

り
ま
す
。
な
お
、
施
設
建
設
時
の

し
ょ
う
か
。
平
成
24
年
度
を
モ
デ

ル
と
し
て
検
討
し
て
み
ま
す
。

　
（１） 

利
用
者
数
の
増
加
は
？

　　

現
在
、
岬
の
湯
し
ゃ
こ
た
ん
の

大
人
の
入
館
料
は
一
人
６
０
０
円

と
な
っ
て
い
ま
す
。

１
千
万
円
程
度
、
一
般
会
計
か
ら

赤
字
分
の
補
填
を
行
っ
て
き
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
利
用
者
数
の
増
加

に
比
例
し
て
、
光
熱
水
費
や
材
料

費
等
の
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
も
併

せ
て
増
加
す
る
た
め
で
す
。 

 

（２） 

一
人
当
た
り
利
用
額
の
増
加
は
？

　　

平
成
24
年
度
で
は
、
８
万
１
，

７
２
１
人
の
入
館
者
が
あ
り
、

使
用
料
、
売
店
売
上
収
入
、
軽

食
売
上
収
入
等
の
合
計
は
７
，

８
７
６
万
７
千
円
で
、
入
館
者

一
人
当
た
り
の
利
用
額
は
約

９
６
３
円
で
し
た
。
仮
に
、
入

す
。
ま
た
、
軽
食
メ
ニ
ュ
ー
の
増

加
の
た
め
に
は
、
新
た
な
厨
房
機

器
の
導
入
や
仕
入
経
費
の
増
加
等

に
つ
い
て
も
検
討
が
必
要
に
な
り

ま
す
。

　
（３） 

経
費
の
縮
減
は
？

　　

岬
の
湯
し
ゃ
こ
た
ん
を
運
営
し

て
い
く
た
め
に
は
、
こ
こ
で
働
く

人
の
人
件
費
、
電
気
料
や
上
下
水

道
料
、
建
物
や
設
備
の
保
守
・
修

繕
費
、
売
店
・
軽
食
コ
ー
ナ
ー
の

仕
入
れ
代
等
、
様
々
な
経
費
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

　

町
で
は
、
こ
れ
ま
で
も
入
館
者

が
大
き
く
減
少
す
る
冬
期
間
の
営

業
時
間
を
短
縮
す
る
な
ど
の
取
組

を
行
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
岬
の
湯
し
ゃ
こ
た
ん

は
、
開
業
か
ら
12
年
目
を
迎
え
て

お
り
、
今
後
、
建
物
の
改
修
や
機

器
の
更
新
・
修
理
な
ど
に
多
額
の

経
費
が
か
か
っ
て
く
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
計
画

的
な
保
守
や
設
備
の
更
新
整
備
に

必
要
な
財
源
確
保
が
重
要
に
な
っ

て
き
て
い
ま
す
。

温
泉
特
会
の
課
題

　

特
別
会
計
は
、
前
述
の
と
お
り

「
単
独
で
収
支
の
均
衡
」
を
図
る

こ
と
が
原
則
で
す
。
し
か
し
、
現

状
で
は
、
公
債
償
還
費
分
と
赤
字

補
填
分
と
し
て
一
般
会
計
か
ら
の

繰
入
が
続
い
て
お
り
、
平
成
14
年

度
の
開
業
以
来
、
平
成
24
年
度
ま

で
の
繰
入
額
は
、
公
債
費
償
還
分

６
億
９
９
３
万
円
、
赤
字
補
填
分

１
億
６
，
４
７
８
万
円
、
総
額
で

は
７
億
７
，
４
７
１
万
円
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
う
ち
、
公
債
費
償
還
に
つ

い
て
は
、
平
成
25
年
度
で
終
了
す

る
こ
と
か
ら
、
平
成
26
年
度
以
後

は
、
赤
字
や
新
た
な
起
債
が
生
じ

な
け
れ
ば
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入

を
し
な
く
て
も
済
む
よ
う
に
な
り

ま
す
。

　

で
は
、
赤
字
を
解
消
す
る
た
め

に
は
、
入
館
者
数
や
売
上
を
ど
の

程
度
伸
ば
す
必
要
が
あ
る
の
で

館
者
が
大
き
く
伸
び
な
い
と
し

た
場
合
、
一
人
当
た
り
の
利

用
額
を
３
２
８
円
増
加
さ
せ
、

１
２
９
１
円
と
す
る
こ
と
が
で

き
れ
ば
赤
字
を
解
消
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

方
法
と
し
て
は
、
入
館
料
の

値
上
げ
や
、
軽
食
メ
ニ
ュ
ー
の

見
直
し
や
売
店
の
品
揃
え
の
充

実
等
が
上
げ
ら
れ
ま
す
が
、
利

用
料
や
軽
食
料
金
の
値
上
げ
は

利
用
者
等
の
減
少
に
繋
が
る
こ

と
か
ら
慎
重
な
検
討
が
必
要
で

▲イベント開催時、多くの人が訪れる

　

平
成
24
年
度
の
赤
字
額
は

２
，
６
８
２
万
円
で
す
の
で
、

単
純
計
算
で
は
、
利
用
者
を
約

４
万
５
千
人
増
加
さ
せ
て
、
年

間
約
12
万
７
千
人
の
利
用
者
と

す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
赤
字

を
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

　

し
か
し
、
建
設
時
の
計
画
目

標
12
万
５
千
人
に
対
し
、
平
成

19
年
度
ま
で
は
、
年
間
12
万
人

を
超
え
る
利
用
者
が
あ
り
ま
し

た
が
、
こ
の
間
も
平
均
で
年
間

▲絶景が自慢の露店風呂

▲イベント開催時の様子

公
債
償
還
費
は
平
成
25
年
度
の
償

還
を
も
っ
て
終
了
し
ま
す
。
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（注１）　指定管理者制度

　
平
成
５
年
に
地
方
自
治
法
が
改
正
さ
れ
、
地
方
自
治
体
が
所
管

す
る
施
設
の
管
理
・
運
営
を
株
式
会
社
を
始
め
と
す
る
営
利
企
業
、

財
団
法
人
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
に
民
間
的
な
経
営
力
の
活
用
を
期
待
し
て

「
包
括
的
に
代
行
」
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
町
に

お
い
て
も
平
成
18
年
に
「
積
丹
町
の
公
の
施
設
に
係
る
指
定
管
理

者
の
指
定
手
続
き
等
に
関
す
る
条
例
」
を
定
め
、
公
の
施
設
の
指

定
管
理
者
導
入
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

　
現
在
、「
味
処
し
ゃ
こ
た
ん
」
が
そ
の
例
で
す
。

■ 

岬
の
湯
し
ゃ
こ
た
ん
は
、
現

在
、
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
が
続

い
て
い
ま
す
が
、
開
業
以
来
、
町

民
の
皆
様
を
始
め
と
す
る
多
く
の

皆
様
に
利
用
い
た
だ
く
と
と
も

に
、
本
町
の
観
光
資
源
の
一
つ
と

し
て
の
大
き
な
役
割
も
担
っ
て
い

ま
す
。

　

ま
た
、
岬
の
湯
し
ゃ
こ
た
ん
で

働
く
人
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
積
丹

町
民
で
、
か
つ
臨
時
的
公
務
員
と

し
て
の
雇
用
条
件
や
配
置
、
人
員

確
保
に
難
し
さ
も
あ
り
、
ま
た
、

燃
料
や
軽
食
等
の
仕
入
先
も
町
内

の
事
業
者
が
主
と
な
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
人
件
費
と
し
て
約
３
，

４
０
０
万
円
、
仕
入
経
費
と
し
て

約
２
，
０
４
５
万
円
を
支
出
し
て

い
る
ほ
か
、
町
に
も
上
下
水
道
料

と
し
て
約
72
万
円
、
入
湯
税
と
し

課
題
解
決
に
向
け
た
検
討

■ 

現
在
は
、
後
志
管
内
の
大
半

の
町
に
温
泉
が
あ
り
、
ま
た
、
本

町
を
訪
れ
る
観
光
客
の
多
く
を
占

め
る
札
幌
圏
に
は
、
様
々
な
日
帰

り
入
浴
施
設
が
数
多
く
あ
る
こ
と

か
ら
、「
温
泉
だ
け
の
力
」
で
入

館
者
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
は
困

難
な
状
況
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

　

ま
た
、
岬
の
湯
し
ゃ
こ
た
ん
は
、

営
業
を
始
め
て
か
ら
12
年
目
を
迎

え
て
お
り
、
今
後
、
建
物
の
改
修

や
機
器
の
更
新
・
修
理
な
ど
に
多

額
の
経
費
が
か
か
っ
て
来
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
ま
す
。

　

レ
ジ
ャ
ー
が
多
様
化
す
る
現

在
、
積
丹
町
を
訪
れ
る
観
光
客
の

数
は
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、

当
町
に
は
、
神
威
岬
等
の
景
勝
地
、

ウ
ニ
を
始
め
と
す
る
食
、
鰊
場
音

頭
や
美
国
神
社
例
大
祭
な
ど
の
文

化
資
源
な
ど
が
あ
り
、
ま
た
、
こ

れ
か
ら
の
観
光
の
中
心
を
な
す

「
体
験
観
光
」
を
展
開
す
る
た
め

の
フ
ィ
ー
ル
ド
も
数
多
く
あ
り
ま

す
。

　

今
後
と
も
、
関
係
す
る
団
体
や

観
光
関
連
事
業
者
と
の
連
携
の

下
、
本
町
を
訪
れ
る
観
光
客
の
増

加
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
体
験
観
光

や
食
な
ど
積
丹
の
新
た
な
魅
力
を

発
信
し
、
そ
の
中
で
、
利
用
い
た

だ
く
方
が
岬
の
湯
し
ゃ
こ
た
ん

で
快
適
に
過
ご
せ
る
よ
う
、
サ
ー

ビ
ス
の
向
上
等
に
努
め
る
と
と
も

に
、
よ
り
効
率
的
な
運
営
の
た
め

に
、
指
定
管
理
者
制
度
（
注
１
）

の
導
入
、
委
託
可
能
な
業
務
の
外

部
委
託
・
民
間
貸
付
な
ど
、
新
た

な
運
営
方
式
の
あ
り
方
に
つ
い
て

も
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

て
約
１
，
１
６
４
万
円
の
税
収
が

あ
る
な
ど
、
町
内
の
経
済
・
雇
用

に
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い

ま
す
。

　 

■ 

一
方
、
こ
の
施
設
は
、
町
が

設
置
し
運
営
す
る
施
設
、
す
な
わ

ち
、
町
民
の
皆
さ
ん
の
大
切
な
公

有
財
産
で
す
。

　

従
っ
て
、
自
治
体
の
公
有
財
産

で
あ
る
限
り
に
お
い
て
は
、
そ
の

施
設
の
管
理
運
営
や
会
計
処
理
に

お
い
て
も
、
法
令
や
条
例
の
順
守

義
務
が
あ
り
、
民
間
施
設
の
よ
う

に
弾
力
的
、機
動
的
な
多
様
な「
集

客
商
品
づ
く
り
」
や
「
働
く
人
の

配
置
」
な
ど
の
経
営
対
策
が
容
易

に
実
行
で
き
な
い
と
い
う
宿
命
的

な
制
約
も
多
く
あ
り
ま
す
。

　

今
後
、
こ
の
施
設
の
運
営
を
続

け
て
い
く
た
め
に
は
、
そ
の
課

題
の
克
服
と
と
も
に
、
当
町
の

財
政
再
建
後
の
３
つ
の
課
題
の

一
つ
で
あ
る
「
健
全
財
政
の
維

持
」
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
町

民
の
皆
さ
ん
の
意
見
を
広
く
お

聞
き
し
、
議
会
で
の
幅
広
い
議

論
を
し
て
い
く
こ
と
が
何
よ
り

も
大
切
で
す
。

知っていますか？ 道の「苦情審査委員」制度
〇道が行った業務や制度の内容を審査する制度が、「北海道苦情審査委員制度」です。 
〇皆さん自身の利害に関することで、道政に対する苦情であれば、「苦情審査委員」に申し立てができます。
〇皆さんに代わって、「苦情審査委員」が公正で中立的な立場から、道の関係機関に対し、必要な調査を
　行います。
〇審査の結果、道の業務に不備な点や制度の問題があるときは、道の機関に是正や改善を求めます。
〇もちろん個人情報の保護にも十分考慮します。
　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　【問合わせ先】北海道総合政策部知事室道政相談センター　℡ 011-204-5523
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